
 

銃砲刀剣類所持等取締法に基づく医師の指定に関する規則新旧対照表 

平 成 ２ １ 年 ５ 月 ２ ８ 日 

福岡県公安委員会規則第１３号 

（改正部分は、下線部分である。） 

旧 新 

第１条 （略） 第１条 （略） 

 （医師の指定）  （医師の指定） 

第２条 医師の指定は、次の表の左欄に掲げる

診断の対象者の区分に応じ、それぞれ同表の

右欄に掲げる医師のうちから行うものとする

。 

第２条 医師の指定は、次の表の左欄に掲げる

診断の対象者の区分に応じ、それぞれ同表の

右欄に掲げる医師のうちから行うものとする

。 

診断の対象者 医師 

法第５条第１項第３号に規

定する政令で定める病気（

銃砲刀剣類所持等取締法施

行令（昭和３３年政令第３

３号）第８条第３号に定め

る病気を除く。）にかかっ

ている者又は法第５条第１

項第４号若しくは第５号に

掲げる者に該当しているか

どうかを調査する必要があ

る者 

精神保健及び精神障

害者福祉に関する法

律（昭和２５年法律

第１２３号）第１８

条第１項の精神保健

指定医に指定されて

いる医師 

銃砲刀剣類所持等取締法施

行令第８条第３号に定める

病気にかかっている者に該

当しているかどうかを調査

する必要がある者 

左欄の病気の診断に

ついて特に専門的な

知識及び技能を有す

ると認められる医師 

介護保険法（平成９年法律

第１２３号）第５条の２第

１項に規定する認知症であ

る者に該当しているかどう

かを調査する必要がある者 

左欄の認知症の診断

について特に専門的

な知識及び技能を有

すると認められる医

師 
 

診断の対象者 医師 

法第５条第１項第３号に規

定する政令で定める病気（

銃砲刀剣類所持等取締法施

行令（昭和３３年政令第３

３号）第１１条第３号に定

める病気を除く。）にかか

っている者又は法第５条第

１項第４号若しくは第５号

に掲げる者に該当している

かどうかを調査する必要が

ある者 

精神保健及び精神障

害者福祉に関する法

律（昭和２５年法律

第１２３号）第１８

条第１項の精神保健

指定医に指定されて

いる医師 

銃砲刀剣類所持等取締法施

行令第１１条第３号に定め

る病気にかかっている者に

該当しているかどうかを調

査する必要がある者 

左欄の病気の診断に

ついて特に専門的な

知識及び技能を有す

ると認められる医師 

介護保険法（平成９年法律

第１２３号）第５条の２第

１項に規定する認知症であ

る者に該当しているかどう

かを調査する必要がある者 

左欄の認知症の診断

について特に専門的

な知識及び技能を有

すると認められる医

師 
 

２ （略） ２ （略） 

第３条～第５条 （略）  第３条～第５条 （略） 

 


